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１ 農地法第３条許可申請に関する件

２ 農地転用事業計画変更に関する件

３ 農地法第４条許可申請に関する件

４ 農地法第５条許可申請に関する件

５ 非農地認定に関する件

６ 農地利用変更届出に関する件

７ 農用地利用集積計画に関する件

８ 農用地利用集積計画の訂正に関する件

９ 農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

10 農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関する件

11  「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判定について

12 相続税の納税猶予に関する件

13  令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について

１ 法務局から照会のあった農地等の現況について

２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について

３ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

４ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について
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議    長 開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、令和４年度第３回総会を開催いたしま

す。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１８人中１７人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。

なお、欠席届が、園山委員から出されています。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、からご指名申し上げてよろ

しいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、池田委員、枇榔委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。

議題１．｢農地法第３条許可申請に関する件」及び議題７．｢農用地利用集積計

画に関する件」につきましては、議事参与の制限となっておりますのでよろしく

お願いします。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～２ページ ６件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。

２ページ、番号６号につきましては、１３番委員自身が、申請人となっている

案件でございます。

従いまして、１３番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。

１３番委員におかれましては、離席をお願いします。

（１３番委員離席後）

それでは、郡山、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、申請事由：労力不足、相手要望、権利の種別：所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件は、農地法第３条第２項各号

には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお願いい

たします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」番号６号につきましては、原案どおり許可することに決定し、申

請人に許可書を交付することといたします。

残りの案件の審議に入ります前に、１３番委員におかれましては、

ご着席をお願いします。残りの案件の審議に入ります前に、１３番委員におか

れましては、ご着席をお願いします。

（１３番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

まず、谷山、１４番委員お願いします。
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、申請事由：労力不足、相手要望、権利の種別：所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。

番号３号、農業廃止、相手要望、使用貸借権。

以上です。

議 長 次に、桜島、５番委員お願いします。

５ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

以上です。

議 長 次に、郡山、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」５件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。

議題２．農地転用事業計画変更に関する件

３ページ １件

議    長 次に、議題２．「農地転用事業計画変更に関する件」を審議します。

それでは、谷山、１４番委員お願いします。
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、変更前：建売住宅２棟１５８．９８㎡、庭敷地等３３８．０２㎡、

変更後：建売住宅２棟１８７．１４㎡、庭敷地等３１０．１６㎡、申請事由：建

売住宅２棟を建築予定であるが、需要、敷地形状を勘案し、建築プランの変更を

するもの。権利の種別：所有権移転、許可日：令和３年５月１８日、許可番号：

農委第０２２５－７９号。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地転用事業計画変

更に関する件」１件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたします。

議題３．農地法第４条許可申請に関する件

４ページ ２件

議    長 次に、議題３「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

まず、伊敷、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：通路１８５．００㎡、法面３１５．００㎡、周囲の状

況及び被害防除計画、東…他人畑、山林、西…県道、南…宅地、北…水路、境界

…石積、雨水…自然流下。

以上です。

議 長 次に、吉田、１１番委員お願いします。

１ １ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、クヌギ６００本２，０３７．００㎡、東…水路、西…山林、農道、

南…農道、北…山林、境界…土留、雨水…自然流下。

以上です。
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第４条件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第４条許可申

請に関する件」２件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。

議題４．農地法第５条許可申請に関する件

５ページ～９ページ １３件

議    長 次に、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：建売住宅１棟１０９．３０㎡、庭敷地等１８７．７０

㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東…私道、西…他人畑、南…宅地、北…市道、

境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、権

利の種別：所有権移転、売買。

番号２号、住家１棟１１０．４５㎡、庭敷地等１７０．５５㎡、東・南…貸人

田、西…私道、北…水路、境界…ブロック積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化

槽、使用貸借権。

番号３号、住家１棟１００．８０㎡、庭敷地等１０２．２０㎡、東…渡人畑、

西・北…他人畑、南…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄

化槽、所有権移転、売買。

番号４号、資材置場１４２．００㎡、駐車場７２．００㎡、転回場等４３３．

００㎡、東・北…山林、南…市道、西…宅地、境界…土留、雨水…自然流下、所

有権移転、売買。

番号５号、資材置場１１４．００㎡、駐車場２７．００㎡、転回場等２２９．

００㎡、東…宅地、西・北…他人田、南…農道、境界…ブロック積、雨水…自然

流下、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。



- 6 -

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、住家１棟１１０．１４㎡、庭敷地等３８６．８６㎡、東・北…貸人

畑、西…貸人畑、里道、南…貸人畑、宅地、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、

汚水…合併浄化槽、使用貸借権。

以上です。

議    長 次に、吉田、１１番委員お願いします。

１ １ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、貸駐車場２４６．００㎡、転回場３８７．００㎡、法面等３１３．

００㎡、東…宅地、西…私道、南…山林、北…市道、境界…土留、雨水…自然流

下、所有権移転、売買。

番号８号、宅地分譲１，８６６．３２㎡、通路２９３．６８㎡、東…宅地、他

人畑、西…宅地、南…他人畑、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。建築条件付き宅地分譲、９区画。

この件につきましては、事務局より説明いたします。

吉 田 支 局 この件について、補足して説明いたします。

申請地は、吉田支所から南へ約２．６ｋｍに位置する大原地区にあり、「第２種

農地」の「街区内農地」に該当します。

農地法第５条に係る住宅を目的とした転用については、これまで転用をする事

業者が宅地を造成し、住宅を建築したうえで土地建物を一体的に売却する場合、

いわゆる建売住宅に限り転用が可能であり、宅地のみの分譲については、転用は

認めないこととされていましたが、平成３１年３月２９日付農林水産省からの通

知により、一定要件を満たす場合は、建築条件付売地についても認められるよう

になったものです。

要件としましては、

① 土地の売買契約後、おおむね３月以内に建築請負契約を締結すること

② 一定期間内に①の建築請負契約がなされないときには、本件の売買契約は

解除されること

③ 当該土地を建築主が販売できないと判断した場合は、譲受人自らが住宅を

建築することとなっております。

また、許可の条件として、

① 許可後完了までの間に、３か月後及び１年ごとに進捗状況を報告すること。

工事が完了したときには、遅滞なくその旨を報告すること

② 転用事業者から土地購入者への土地の引き渡しについては、住宅の建設確

認後、または当該土地の宅地造成後に建築確認が行われた後に行うこととなって

おります。

以上で説明を終わります。

議    長 次に、松元、１７番委員お願いします。
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１ ７ 番 委 員 ご報告します。

番号９号、貸資材置場１，７５６．９２㎡、貸駐車場３８５．００㎡、作業所

１棟２３１．６６㎡、既存事務所１棟１，２３６．００㎡、緩衝地等７６９．０

０㎡、東…宅地、西…里道、南…山林、北…雑種地、市道、宅地、境界…コンク

リート擁壁、土留、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１０号、建売住宅１８棟１，４５３．８２㎡、通路１，４４３．７３㎡、

庭敷地等３，３２９．９６㎡、東…他人畑、宅地、西…他人畑、山林、宅地、南…

他人畑、宅地、学校用地、北…宅地、市道、境界…コンクリート擁壁、雨水…市

道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

この件につきまして、事務局から補足説明を行います。

松 元 支 局 この件について、事務局から補足して説明いたします。（図面掲示）

申請地は、松元支所から北東に約２．５ｋｍに位置する第２種農地のその他の

農地です。

申請人は、市内で建設業を営む法人で、申請農地６筆と隣接する宅地・山林と

一体利用した総面積６,２２７．５１㎡を取得し、建売住宅１８棟を建築し、通路

として１,４４３．７３㎡、庭敷地等３,３２９．９６㎡として転用するものです。

なお、第２種農地の３，０００㎡を超える転用となりますが一体利用地を含め

た、全ての面積を使用する事業計画です。

また、申請地は、小学校に隣接しており周辺は近年、宅地化が進行している場

所であることから、転用は確実と判断できるため、今回の転用許可はやむを得な

いと判断したところです。

図面で説明いたします。

鹿児島市道が大体９．２ｍ位の道路であります。ここが出入口で、北側になり

ます。団地内の通路として、中を通っております。この黄色の部分が１８区画の

建売住宅となっております。ここの宅地の一部と山林の一部が一体利用として計

画しております。説明しましたが、小学校敷地が接しております。

以上で説明を終わります。

１ ７ 番 委 員 続けます。

番号１１号、宅地分譲２８８．００㎡、東…里道、西…他人畑、南…別件５条

申請地、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、所有権移転、売買。

番号１２号、住家１棟１０８．６８㎡、庭敷地等１８３．３２㎡、東…里道、

西・南…他人畑、北…別件５条申請地、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚

水…合併浄化槽、所有権移転、贈与。

以上です。

議    長 次に、郡山、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号１３号、宅地分譲５７１．６３㎡、通路５７．０４㎡、東…国道、西・南・

北…宅地、境界…土留、防護柵、雨水…国道側溝、所有権移転、売買。

以上です。
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第５条許可申

請に関する件」１３件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

但し、転用面積が３，０００㎡を超える番号１０号につきましては、「県農業会

議」に意見聴取し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付する

ことといたします。

議題５．非農地認定に関する件

１０ページ～１２ページ １２件

議    長 次に、議題５．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：住家１棟、４５年経過、現況宅地。

番号２号、調査結果：住家１棟、５７年経過、現況宅地。

番号３号、調査結果：コサン竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、調査結果：住家１棟、２８年経過、現況宅地。

番号５号、調査結果：杉、約５０年経過、現況山林。

番号６号、調査結果：雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、調査結果：大名竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号８号、調査結果：住家１棟、３３年経過、現況宅地。

番号９号、調査結果：住家１棟、４８年経過、牛舎１棟、４８年経過、工場１

棟、４５年経過、現況宅地。

番号１０号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

番号１１号、調査結果：孟宗竹・雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、松元、１７番委員お願いします。

１ ７ 番 委 員 ご報告します。

番号１２号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「非農地認定に関する

件」１２件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題６．農地利用変更届出に関する件

１３ページ １件

議 長 次に、議題６．「農地利用変更届出に関する件」を審議します。

それでは、伊敷、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑として利便性を高める。工事開始日：令和４年６月１日、工事終了

日：令和４年１１月３０日、周囲の状況：東・北…市道、西…宅地、他人田、南

…他人田、水路、境界…石積、高さ…３．０ｍ、作物…野菜、搬入土…シラス、

黒土。

以上です。
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議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農地利用変更届出に

関する件」１件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。

議題７．農用地利用集積計画に関する件

１４ページ～３０ページ ３０件

議    長 次に、議題７．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

１６ページ、番号４号につきましては、１３番委員自身が、申請人となってい

る案件でございます。

従いまして、１３番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。

１３番委員におかれましては、離席をお願いします。

（１３番委員離席後）

それでは、番号４号につきまして、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

１６ページをご覧ください。

番号４号、２筆で、地目：田、面積１，４８２．００㎡、権利の種類：使用貸借

権、設定期間１０年、区分：新規。

令和４年５月３１日公告予定です。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上です。
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議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号４号につきましては、原案どおり、承認することに決定いた

します。

残りの案件の審議に入ります前に、１３番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。

（１３番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

残りの２９件及び先ほどの１件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。

事 務 局 資料の１４ページをご覧ください。

「議案第７号」、令和４年５月３１日公告予定の、農用地利用集積計画集計表に

ついて、只今の分も含め、ご説明申し上げます。

右側の一番下になります。

賃貸借権１４件、２０筆、２７，６０２．１６㎡。使用貸借権１６件、３３筆、

２３，２８３．００㎡。合計３０件、５３筆、５０，８８５．１６㎡です。

議案書の１５ページから３０ページは、農用地利用集積計画の内容、うち、２

９ページから３０ページは、配分計画を含む内容です。

お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上で、説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。
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議題８．農用地利用集積計画の訂正に関する件

別冊資料２ １件

議    長 次に、議題８．「農用地利用集積計画の訂正に関する件」を審議します。別冊資

料２です。

それでは、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 ご説明いたします。

第１回総会において、審議していただき、４月２８日に公告しました分につき

まして、一部取り消しがございました。

資料２の３ページをご覧ください。

上から３筆が取消の対象となっております。原因といたしましては、事務局、

農政部局の連絡不足で、元々議案に上げるべきではなかったものが、議案として

審議されたものです。今回審議していただき、承認後に一部取り消しの公告を行

う予定となっております。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

の訂正に関する件」１件につきましては、訂正議案のとおり承認することに決定

いたします。

議題９．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

別冊資料３ １件

議    長 次に、議題９．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料３です。

それでは、喜入、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

３．変更後の用途、一般住宅

４．現況、申出地は、喜入町旧麓地区にあり、喜入支所から南西へ約１．０ｋ

ｍに位置し、東側は私道、西側は他人畑、南側は渡人畑、北側は宅地に接してい

る。

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。
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議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題９．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。

議題１０．農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関する件

別冊資料３ １件

議    長 次に、議題１０．「農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に

関する件」を審議します。別冊資料３です。

それでは、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。６ページです。

３．変更後の用途、農業用倉庫

４．現況、申出地は、下福元町馬ノ口堀地区にあり、谷山支所から西へ約３ｋ

ｍに位置し、東側は他人畑、西・北側は農道、南側は貸人畑に接している。

５．農業委員会の意見、市長部局による用途区分変更理由及び要件別検討結果

は別紙調書のとおりで、変更後の用途は農業用倉庫であり、周辺農地への影響は

少なく、計画変更はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１０．「農業振興地域整備

計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案

どおり、承認することに決定いたします。

議題１１．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判定について

別冊資料４ ７５件

議    長 次に、議題１１．「「農地法の運用について」に基づく伴う農地・非農地判定に

ついて」を審議します。別冊資料４です。

まず、谷山、１４番委員お願いします。
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

調査筆数：６筆、現況確認日：令和４年４月１８日、農地・非農地の判断結果：

杉、クヌギ、孟宗竹自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。３ページです。

調査筆数：９筆、現況確認日：令和４年４月２６日、農地・非農地の判断結果：

杉、コサン竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。４ページです。

調査筆数：４筆、現況確認日：令和４年４月１３日、農地・非農地の判断結果：

杉、唐竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、吉田、１１番委員お願いします。

１ １ 番 委 員 ご報告します。５ページです。

調査筆数：７筆、現況確認日：令和４年４月２５日、農地・非農地の判断結果：

ゴキ竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、桜島、事務局お願いします。

桜 島 支 局 ご報告します。６ページです。

調査筆数：１７筆、現況確認日：令和４年４月１２日、農地・非農地の判断結

果：雌竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、喜入、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。７ページです。

調査筆数：２０筆、現況確認日：令和４年４月２５日、農地・非農地の判断結

果：１８筆が杉、唐竹・雑木自然繁茂、現況山林により非農地、２筆が不耕作に

より農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、松元、事務局お願いします。
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事 務 局 ご報告します。８ページです。

調査筆数：５筆、現況確認日：令和４年４月１２日、農地・非農地の判断結果：

４筆が杉、雑木自然繁茂、現況山林により非農地、１筆が不耕作により農地と判

断いたしました。以上です。

議    長 次に、郡山、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。９ページです。

調査筆数：７筆、現況確認日：令和４年４月２５日、農地・非農地の判断結果：

杉、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１１．「「農地法の運用に

ついて」に基づく伴う農地・非農地判定について」７５件につきましては、調書

のとおり判定することに決定いたします。

議題１２．相続税の納税猶予に関する件

３１ページ １件

議    長 次に、議題１２．「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。

それでは、吉野、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ３１ページをお開きください。

この証明は、農地の相続が発生したとき、申告期限の翌日から２０年間営農を

継続することにより、相続税の支払いを一定の条件のもとに猶予又は免除する、

相続税の納税猶予の申請に係るものでございます。

今回１件の申請があり、今回が６回目の発行となります。

令和４年５月１９日に６番委員、私、事務局職員２名の計４名で現地調査を行

いましたので、その結果についてご説明申し上げます。

番号１をご覧ください。

まず、特例適用農地１は、ナス、ピーマン、オクラ、深ネギ、落花生、ジャガ

イモを作付中でした。

次に、特例適用農地２は、カボチャ、ゴーヤ、キュウリ、トマトを作付中でし

た。また、クルクマ・シャロームを植付中でした。

従いまして、資料１から２の各特例適用農地において、申請者が農業経営を行

っていることを確認しましたので、それぞれ「引き続き農業経営を行っている旨

の証明書」の発行については支障ないものと判断したところでございます。

以上で説明を終ります。
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議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１２．「相続税の納税猶予

に関する件」１件につきましては、原案どおり決定することにいたします。

議題１３．令和３年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価（案）について

別冊資料５

議    長 次に、議題１３．「令和３年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価

（案）について」を審議します。別冊資料５です。

それでは、事務局より説明をお願いします。

事 務 局 「令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）」についてご

説明申し上げます。

この「点検・評価」につきましては、今後、県を通じて、全国農業会議所ホー

ムページ上に他市町村分とともに公表することになりましたので、本日の総会に

おいて、ご承認いただいた後、提出することといたします。

また、記載する実績数値等につきましては、市農林水産部から県に報告してい

る数値と整合を取るようにしております。

それでは、１ページをご覧ください。

「農業委員会の状況」でございますが、「１ 農業の概要」及び「２ 農業委員

会の現在の体制」は、昨年と同様、農林業センサス及び新制度に基づく状況でご

ざいますので、お目通しをお願いいたします。

次に、２ページをお開きください。

「担い手への農地の利用集積・集約化」のうち、「２ 令和３年度の目標及び実

績」につきましては、集積目標 ５０２．２ヘクタール、集積実績 ４５７．７

ヘクタール、うち新規実績 ５．５ ヘクタール、達成状況 ９１．１ パーセ

ントとなっております。

なお、「１ 現状及び課題」「３ 目標の達成に向けた活動」及び「４ 目標及

び活動に対する評価」につきましては、この後の表も含めて、お目通しをお願い

いたします。

次に、３ページをご覧ください。

「新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」のうち、「２ 令和３年度の目

標及び実績」につきましては、参入目標 ３０経営体９．４ヘクタール、参入実

績 ２５経営体１１．７ヘクタール、達成状況 参入数８３．３パーセント、参

入面積１２４．４パーセントとなっております。

次に、４ページをお開きください。

「遊休農地に関する措置に関する評価」のうち、「２ 令和３年度の目標及び実

績」につきましては、解消目標 ２８ヘクタール、解消実績 －２１．２ヘクタ

ールということで増加となっております。達成状況 －７５．７パーセントとい

うことで増加となっております。
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次に、５ページをご覧ください。

「違反転用への適正な対応」のうち、「２ 令和３年度実績」につきましては、

農地パトロール時の違反転用は、ございませんでした。

次に、６ページをお開きください。

「農地法等によりその権限に属された事務に関する点検」のうち、「１ 農地法

第３条に基づく許可事務」につきましては、１年間の処理件数 １３３件、うち

許可 １３３件、不許可はございませんでした。

点検項目及び具体的な内容につきましては、お目通しをお願いいたします。

「２ 農地転用に関する事務」につきましては、１年間の処理件数 ３０６件

点検項目及び具体的な内容につきましては、お目通しをお願いいたします。

次に、７ページをご覧ください。

「３ 農地所有適格法人からの報告への対応」につきましては、管内の農地所

有適格法人数は、２９法人となっております。

「４ 情報の提供等」のうち、賃借料情報の調査・提供につきましては、調査

対象賃貸借件数は、３０９件、公表時期は、令和３年１１月となっており、市ホ

ームページの掲載及び農業委員会だよりと一緒に配布し、農家等へ情報提供を行

いました。

「農地の権利移動等の状況把握」及び「農地台帳の整備」につきましては、お

目通しをお願いいたします。

次に、８ページをお開きください。

「地域農業者等からの要望・意見」につきましては、コロナ渦により、意見交

換会が中止のため、ありませんでした。

「事務の実施状況の公表等」につきましては、市のホームページに公表してお

ります。

以上で説明を終ります。

よろしく、ご審議いただきますようお願いいたします。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題１３．「令和３年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・

評価（案）について」は、原案どおり承認することに決定いたします。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

３２ページ～３５ページ ４件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

まず、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 報告します。３２ページです。

照会日：令和４年５月１２日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年５月２４日 鹿児島地方法務局へ報告済。

議 長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 報告します。３３ページです。

照会日：令和４年４月２２日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年５月９日 鹿児島地方法務局へ報告済。

議 長 次に、喜入、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 報告します。３４ページです。

照会日：令和４年４月２０日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年５月２日 鹿児島地方法務局へ報告済。

次に、３５ページです。

照会日：令和４年４月２７日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年５月１０日 鹿児島地方法務局へ報告済。

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

３６ページ～３７ページ ７件

議 長 報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。
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事 務 局 ３６ページをお開きください。

報告事項２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は７件です。

登記地目別では、田７筆、３，９６１．００㎡、畑１４筆、８，３９４．００㎡

となっております。取得した事由別数は、相続が７件。権利の種別は、所有権が

７件。農業委員会によるあっせん等は、無が７件となっております。

３７ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。

３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

３８ページ～４３ページ １６件

事 務 局 ３８ページをお開きください。

報告事項３ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係は、ありませんでした。

第５条関係では、多い順に一般住宅が１５件、共同住宅が１件、合計１６件と

なっております。

３９ページから４３ページは、５条関係１６件の内容です。お目通しをお願い

いたします。

４．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

別冊資料６

議 長 次に、報告事項４「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況に

ついて」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 報告事項４ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。

別冊資料６をご覧ください。

表の一番下の合計欄をご覧ください。

まず 二段書きの上の段の４月分については、訪問戸数１７戸、うち不在５戸、

調査回答戸数１２戸、貸出希望３戸１７４．４０アール、借入希望、貸出実績、

借入実績、中間管理事業活用実績はありませんでした。

各地区の実績、累計についてはお目通しをお願いします。

以上で報告を終わります。
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議    長 ありがとうございました。

（議事終了：午前１０時５０分）

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。

事 務 局 総会資料につきましては、皆様方の守秘義務の関係から、これまで持ち帰って

からの資料の処分、保管に、大変苦慮されているというお話を伺っております。

つきましては、本日の総会資料以降、そのような場合には、机の上に置いて帰っ

て頂けば、事務局の方で適宜、適切な処理をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。

・令和４年度第１回合同委員会開催日時は、

６月８日（水）午前１０時開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

・令和４年度第４回総会（月例）開催日時は、

６月２８日（火）午前１０時開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１０時５５分）


